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肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

題
名
の
改
正

法
律
の
題
名
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
こ
と
。

第
二

肥
料
の
原
料
管
理
制
度
の
導
入

一

農
林
水
産
大
臣
は
、
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
原
料
に
つ
い
て
の
規
格
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

二

肥
料
の
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
が
、
肥
料
の
原
料
又
は
生
産
の
方
法
に
関
し
て
、
虚
偽
の
宣
伝
を
し
、

又
は
誤
解
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
名
称
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）

三

肥
料
の
生
産
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
そ
の
生
産
又
は
輸
入
し
た
肥
料
の
原
料
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
七
条
関
係
）

第
三

肥
料
の
配
合
に
関
す
る
規
制
の
見
直
し

次
に
掲
げ
る
肥
料
（
第
五
の
一
に
お
い
て
「
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
届
出
に
よ
り
生
産
又
は
輸
入
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

専
ら
登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
が
配
合
さ
れ
る
普
通
肥
料

(一)
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登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
及
び
届
出
が
さ
れ
た
特
殊
肥
料
が
配
合
さ
れ
る
普
通
肥
料

(二)

登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
又
は
届
出
が
さ
れ
た
特
殊
肥
料
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
土
壌
改
良
資
材
が
混
入
さ
れ

(三)
る
普
通
肥
料

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
、

か
ら

ま
で
の
肥
料
を
加
工
す
る
普
通
肥
料

(四)

(一)

(三)

（
第
四
条
及
び
第
十
六
条
の
二
関
係
）

第
四

肥
料
の
表
示
基
準
の
整
備

一

農
林
水
産
大
臣
は
、
普
通
肥
料
の
表
示
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

二

農
林
水
産
大
臣
は
、
普
通
肥
料
及
び
特
殊
肥
料
の
表
示
基
準
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
、
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
当
該
指
示
に
従
わ
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
当
該
指
示
に
係

る
表
示
基
準
が
、
消
費
者
の
利
益
に
資
す
る
た
め
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る

と
き
は
、
当
該
指
示
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
、
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

第
五

そ
の
他
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一

届
出
期
日
の
変
更

指
定
混
合
肥
料
又
は
特
殊
肥
料
の
生
産
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
の
期
日
を
、
そ
の
事
業
を
開
始
す
る
二
週
間
前
ま
で
か

ら
、
そ
の
事
業
を
開
始
す
る
一
週
間
前
ま
で
に
改
め
る
こ
と
。（

第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
関
係
）

二

特
殊
肥
料
の
届
出
事
項
の
追
加

特
殊
肥
料
の
届
出
事
項
と
し
て
、
肥
料
の
種
類
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
第
一
項
関
係
）

三

行
政
処
分
等

登
録
又
は
仮
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
肥
料
の
生
産
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
当
該
肥
料
と
同
一
の
肥
料
に
つ
い
て
、
そ

の
名
称
が
異
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
取
消
し
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
及
び
第
三
十
二
条
関
係
）

四

そ
の
他

罰
則
規
定
そ
の
他
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

施
行
期
日
等
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一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
五
の
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
、
第
二
及
び
第
四
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
関
係
）


